
 

平成 30 年度第１回恵那市男女共同参画プラン推進委員会 次第 

 

日時：平成 30 年８月 27 日（月） 

午後１時 30 分から 

場所：恵那市役所 西庁舎３階 災害対策室Ｂ・Ｃ 

 

１．委嘱書の交付 

 

２．まちづくり企画部長あいさつ 

 

３．自己紹介 

 

４．会長・副会長の選出 

 

５．会長・副会長あいさつ 

 

６．議事 

（１）男女共同参画プランの概要及び推進委員会の役割について 

  ①男女共同参画プランの概要 他          資料№１ 

  ②第２次恵那市男女共同参画プラン（本編、概要版） 資料№２ 

 

（２）男女共同参画プランの推進状況について 

  ③目標指標の達成状況               資料№３ 

  ④取り組みの進行状況               資料№４ 

 

（３）男女共同参画プランの推進に係る提案について（意見交換） 

 

 

７．その他 

 

８．閉会 

 



平成30年８月27日から平成32年3月31日まで

氏名 性別 選出団体等 備考 設置要綱区分

1 坪井　弥栄子 女 恵那市地域自治区会長会議 再任

2 伊藤　正明 男 「男女のわ」ネットワーク 再任

3 亀井　邦子 女 「男女のわ」ネットワーク 再任

4 太田　礼子 女
まちづくり団体
（えなナリワイプロジェクト）

5 村松　訓子 女 恵那市教育委員会 再任

6 秋山　真一 男
恵南商工会推薦企業
（明知ガイシ㈱）

7 奥村　ひとみ 女 中津川人権擁護委員協議会　恵那市地区部会 再任

8 紀岡　伸征 男 恵那市社会福祉協議会

9 松下　友香 女 恵那市ＰＴＡ連合会

10 伊東　靖英 男 恵那市壮健クラブ

11 松永　晴美 女 恵那市国際交流協会 再任

団体の代表者

平成30年度　恵那市男女共同参画プラン推進委員会委員　名簿



 

○恵那市男女共同参画プラン推進委員会設置要綱 

平成28年６月17日告示第113号 

改正 

平成29年３月23日告示第44号の１ 

平成30年３月７日告示第28号 

恵那市男女共同参画プラン推進委員会設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、恵那市における男女共同参画社会の実現を目指し、恵那市男女共同参画プラ

ン（以下「プラン」という。）を推進するため、恵那市男女共同参画プラン推進委員会（以下「委

員会」という。）の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) プランの推進に関すること。 

(２) プランの見直しに関すること。 

(３) その他男女共同参画施策の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員20名以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱

する。 

(１) 団体の代表者 

(２) 公募による市民 

(３) その他市長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から翌年度の３月31日までとし、再任を妨げない。ただし、委員

が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

一部改正〔平成30年告示28号〕 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長を各１人置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の中から互選する。 

３ 会長は委員会を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

（部会） 

第７条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。 

（関係者の出席） 

第８条 会長が必要と認める場合は、関係者の出席を求め、意見又は説明等を聴くことができる。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、まちづくり企画部企画課において行う。 

一部改正〔平成29年告示44号の１〕 

（補則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、その都度協議して決定する

ものとする。 

附 則 

この告示は、平成28年７月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月23日告示第44号の１） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月７日告示第28号） 

この告示は、平成30年７月25日から施行する。 
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男女共同参画プランの概要 

 

１．男女共同参画プランとは 

  男女共同参画社会（性別に関わらず、一人一人が自らの個性と能力を活かし、い

きいきとした新に自分らしい人生を送ることのできる社会）を実現するために、男

女共同参画社会基本法第 14 条第３項に基づき市町村が策定する計画。 

第２次恵那市男女共同参画プランは、男女共同参画社会の実現に向けた取り組み

を総合的に推進するための指針的役割を意識して策定した。 

 

２．プランの位置づけ 

 ①本市の男女共同参画に関する現在までの理念・成果を引き継ぎ、新たな課題への

取り組みを含め、男女共同参画社会の実現に関する施策を総合的・具体的に進め

るための計画です。 

 ②「第２次恵那市総合計画（Ｈ28～37 年度）」を上位計画とする個別計画です。即

ち、本プランの推進が総合計画の推進につながるよう、同一の方向性を堅持しな

がら推進していくものです。  

◆第２次恵那市総合計画の概要 

将来像：人・地域・自然が輝く交流都市～誇り・愛着を持ち住み続けるまち～ 

    平成 37 年の目標人口：47,400 人（小学校入学児童数 450 人） 

 理念（基本目標）：安心（安心して暮らす、生命と財産を守る） 

          快適（まちの魅力を高める、便利に暮らす） 

        活力（いきいきと暮らす、みんなでまちをつくる、まちを元気にする）

施策・事業を実施する上で優先する視点： 

    人口減少対策－施策が人口減少対策にどう寄与するか 

    市（財政）の存続－施策が市政の継続（市の財政基盤）にどう寄与するか 

→総合計画概要版 

 

３．プランの期間 

 平成 28 年度から平成 37 年度までの 10 年間 

 ※５年経過した段階で、必要に応じて見直しを行います 

 

４．プランが目指すもの 

 ①プランの推進により、男女共同参画の意識が浸透し、一人一人が共に輝くことの

できる住みよいまちとなることを目指しています。 

 ②プランの推進が、総合計画が目指す人口減少対策の一策となり、若い世代の流入、

定着につながることを期待するものです。 
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５．プランの施策 

（１）施策の体系 

 

 

 

 

（２）プランの基本理念 

  男女共同参画社会を実現するために、一人一人違う人間であることを理解し、お

互いに話し合い、歩み寄り、認め合える社会を目指します。 

◆キャッチフレーズ 

「話し合い 支え合おうよ わが家も恵那も」 

（３）基本目標 

基本目標１ 意識づくり 

・・・旧来からの社会制度や慣行にとらわれない、男女共同参画の意識定着を

進める 

基本目標２ 環境づくり 

・・・一人一人が個性と能力を発揮するよう、あらゆる分野で男女共同参画を

促す 

基本目標３ 安心して生活できる体制づくり       

・・・生涯を通じて健やかに安心して暮らすことができる、社会全体で支えあ

る体制づくりを進める 

 

６．プランの推進 

（１）推進体制 

・プランの施策は市政の多分野にわたるため、行政内部の関係部署との連携を強化

します。 

・男女共同参画社会の実現にあたっては、行政だけでなく市民・地域・事業者・各

種団体などが連携して取り組むことが重要なため、恵那市男女共同参画プラン推

進委員会などで広く関係者の参画を求め、共に協力して推進して行きます。 

（２）プランの進行管理と評価の実施 

・施策の効果などを検証・評価し、必要に応じて実施方法などを見直すため、プラ

ンに位置づけられる取組の実施状況を、関係部署において毎年１回行います。

（「目標指標の達成状況」と「取り組みの進行状況」を活用） 

・恵那市男女共同参画プラン推進委員会で意見を受けながら、プランの進行管理を

行います。 

基本理念 

基本目標（３） 

施策の方向（16） 
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男女共同参画に関する取り組み 

 

１．男女共同参画プラン推進委員会の取り組み 

（１）会議の審議事項 

Ｈ28 年度 第１回 ・プランの概要、過去の取り組み等の説明 

・推進委員会の運営方法、プランの進め方の検討 

 第２回 ・プランの推進に係る今後の取り組みの検討 

・男女共同参画職員研修の実施報告 

 第３回 ・今後の取り組みの検討（ワークショップ） 

 第４回 ・岐阜県ワークライフバランス推進エクセレント企業視察 

（「男女のわ」ネットワーク合同意見交換会） 

Ｈ29 年度 第１回 ・「目標指標の達成状況」の報告 

・今年度の取組方針の検討 

・関係部署への提言の確認 

 第２回 ・「取り組みの進行状況」の報告 

  ※この他、各会議で、新たな取り組みの提案や事務局提案事業へのご意見などをいただきま

した。 

（２）新たに行った取り組み（主なもの） 

  ①男女共同参画の啓発 

   広報紙へ特集を掲載、毎月の広報紙へ男女共同参画コーナーを掲載、「えなっ

コ」チャンネルで男女共同参画番組を放送、企業訪問による啓発を実施 

②会議出席に係る託児事業 

   女性委員の登用率の向上による政策・方針決定過程の場への女性の参画拡大を

目的に、恵那市が主催する委員会等の会議出席に係る子どもの一時預かり委託

業務を実施。 

③地域の女性参画拡大に向けたプログラム 

   政策・方針決定過程の場への女性の参画拡大に向け、各種審議会・委員会の基

礎となる地域の女性の活躍を推進するため、知識習得、ネットワーク構築のた

めのミーティングを実施。 

  ④恵那まちなか市で女性の出店体験【「男女のわ」ネットワーク事業】 

 恵那まちなか市で、市内の起業して間もない又はこれから起業を目指す女性の

出店料を補助した出店体験を実施（Ｈ29 秋、Ｈ30 春、Ｈ30 秋） 

  ⑤男女共同参画紙芝居の製作及び上演【「男女のわ」ネットワーク事業】 

こどもと高齢者向けの手作り男女共同参画紙芝居を作成し、こども園、高齢者

いきいき教室へ案内し上演。 

  ⑥企業内ワーク・ライフ・バランス推進学習会【岐阜県事業】 

  ⑦育児休業中社員交流会【岐阜県・中津川市・恵那市合同事業】 
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２.行政の取組経過 

平成 11 年 

平成 16 年度 

――――― 

平成 19 年度 

 

 

 

 

～現在 

・男女共同参画社会基本法施行【国】 

・恵那市男女共同参画プランのスタート 

――――――――― 市町村合併 ――――――――――――――

・第１次恵那市男女共同参画プラン（Ｈ19～27 年度）のスタート 

・「恵那市男女共同参画ネットワーク（※）」の設立 

※現在は、「男女（ひと）のわ」ネットワーク 

・「男女共同参画プラン策定記念イベント「認め合う優しい心と心の

はぁもにぃ」フォーラム」の開催【市・実行委員会】 

・「男女のわ」ネットワークによる各種講座の開催 

・アドバイザーによる相談の実施（Ｈ27 年度終了） 

・定年塾によるイベント（男の料理教室他）の開催 

 

２．「男女のわ」ネットワークの取組経過 

（１）設立経過及び概要 

  平成 19 年度に、まちづくり市民協会の男女共同参画部会から独立した、行政と

協働でプランの推進を行う市民団体として設立。現在は、「男女のわ」ネットワー

クと改称している。主に過去の男女共同参画プラン策定に携わった市民が会員とな

り現在は 12 名（Ｈ30.４.１時点正会員）が活動してみえます。 

  第１次恵那市男女共同参画プラン（Ｈ19～27 年度）までは、推進委員会等の組織

が設置されていなかったため、行政と二人三脚で男女共同参画プラン推進に係る取

り組みの実行役を担って頂きました。 

（２）目的 

男女共同参画社会に向けたプランの推進 

（３）過去の取組事項 

①イベントの開催（市と共催） 

・Ｈ19 年度－男女共同参画プラン策定記念イベント 

②男女共同参画講座の実施 

 ・各種講座の実施 

高齢者問題、男女雇用機会均等の取組、食育の問題、女性の政治参画、親育ち

講座、ＤＶ講座、定年後の夫婦生活、地域とのつながり、トーク＆コンサート、

フォトコンテスト、子どもの発達学習講演会＆学校見学、男女共同参画の現状

講演会等 など 

・男女共同参画紙芝居の上演 
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３．定年塾の取組経過 

（１）概要 

平成 22 年度に、中日新聞の連載コラム「妻と夫の定年塾」作家の西田小夜子さ

んの応援をいただき、実行委員会形式により、『定年塾』を開始。主に定年後の方

を対象に、定年後をいきいきと充実して過ごすため、男性も女性もそれぞれ自立し

てお互いを尊重しあえる関係をつくることを考える機会を提供している。現在は、

主に「男女のわ」ネットワークの会員が、独自事業として運営。 

平成 27～29 年度活動休止。平成 30 年度活動再開。 

（２）過去の取組事項 

各種講演、郷土料理づくり、そば打ち、みそ造り、陶芸、ウォーキング など 
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男女共同参画プラン推進委員会の役割 

 

１．推進委員会設置の趣旨 

 恵那市男女共同参画プラン推進委員会は、恵那市男女共同参画プラン第５章に基

づき設置された機関です。執行機関の付属機関ではないため、諮問・答申の形式は

取りませんが、男女共同参画プランの推進の全般について意見を頂き、市行政に反

映させることを主な目的としています。 

また、市民・地域・事業者・各種団体と行政が連携して男女共同参画社会を実現

するための、パイプ役としての関わりも期待しています。 

 

２．推進委員会の所掌事務 

①プランの推進に関すること 

②プランの見直しに関すること 

③その他男女共同参画施策の推進に関すること 
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①
広報紙、各種メディアを活用した意識の普
及・啓発

② 男女共同参画推進活動の充実
③ 男女共同参画プラン推進会議の開催
① 人権を尊重する教育機会の充実
② 男女平等意識を育む教育の充実

③
教職員に対する男女平等・人権教育意識の更
なる向上

① 男女共同参画に関する情報収集
② 講演会や学習会などの開催
① 配偶者などに対する暴力を許さない意識づく
② ＤＶ防止に関する法制度や支援制度の情報提
③ ＤＶなど被害者の保護体制の強化
④ ＤＶなどに関する相談体制の充実
⑤ 医療機関、警察など関係機関との連携強化
① あらゆる暴力を許さない意識づくり
② 企業、各種団体などに対する啓発
① 各種審議会・委員会への女性委員の登用推進

②
ワークショップやパブリック・コメントな
ど、広聴活動の充実

③ 企業、各種団体への啓発
④ 地域活動への女性参画の促進
① より良い就労環境の推進
② 求職ニーズと求人ニーズのギャップの縮小を
③ 恵那市役所における多様な職務機会の提供
① ワーク・ライフ・バランスの推進
② 企業に対する広報・啓発の推進
③ 恵那市役所における両立支援制度の利用促進
① 家庭生活での男女共同参画意識の育成
② 地域のまちづくり活動への男女共同参画の推
③ まちづくり活動組織における女性役員の登用
① 防災リーダー養成講座への参加推進

②
男女のニーズに配慮した避難所などの備蓄品
の充実

③ 防災講演会など研修機会への参画推進
④ 自主防災組織への参加促進

(6) 相談窓口の充実と連携強化 ① 相談窓口の充実と連携強化
① 切れ目ない継続的な子育て支援
② こども園に関する制度の充実
③ 子育てと就労を両立するための支援
④ 地域で子育てを支える体制づくり
⑤ 子育て支援企業のPRと登録促進
① 健康づくりのための啓発活動
② 健康診断の充実
③ スポーツに親しむ機会の創出

④
コミュニティセンターを核とした「三学のま
ち」の推進

① シルバー人材センターや壮健クラブへの支援
② 高齢者への活躍支援
③ 生活、就労など多岐にわたる障がい者支援
④ 多様な福祉人材の確保
① 地域で支え合える体制づくり
② ひとり親家庭への経済支援及び自立支援

③
性的マイノリティに対する知識の育成と理解
の促進

① 伝統文化・芸能の継承及び故郷学習の推進
② 多文化共生社会に対応した支援
③ 国際理解のための教育の推進
④ 在住外国人への支援

1

環境づくり2

防災における男女共同参画(5)

(1)

安心して生活できる
体制づくり3

子育てに関する支援体制(1)

生涯にわたる心と体の健康・生
きがいづくり

(2)

(3)
高齢者や障がい者（児）への支
援

多様な家族形態と多様な生き方
への理解と支援

(4)

多様な文化への理解と交流の促
進

(5)

(1)
政策・方針決定過程の場への女
性の参画拡大

(2)
就労の場における男女平等の確
保

「仕事と生活」の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）の実現
支援

(3)

(4)
家庭生活と地域活動への男女共
同参画の促進

あらゆる暴力への対策など(5)

基本理念 話し合い 支え合おうよ わが家も恵那も

第2次恵那市男女共同参画プランの施策の体系

男女平等・男女共同参画に関す
る意識啓発

男女平等教育などの推進(2)

(3)
男女共同参画を推進する多様な
学習機会の

ＤＶ※など暴力の予防と根絶の
ための意識づくり

(4)

施策名施策の方向基本目標

意識づくり

7



目標指標の達成状況

目標値
平成37年度

76.3% 77.0% 77.7%

95.38% 96.25% 97.13%

21.5% 27.9% 33.1%
43.00% 55.80% 66.20%

14.7% 23.2% 24.1%
29.40% 46.40% 48.20%

29.4% 34.7% 35.9%
58.80% 69.40% 71.80%

50.2% 44.6% 46.3%
66.93% 59.47% 61.73%

33.5% 37.0% 33.8%
67.00% 74.00% 67.60%

13.4% 21.1% 20.2%
26.80% 42.20% 40.40%

12.2% 19.0% 15.8%
24.40% 38.00% 31.60%

12.4% 20.1% 18.1%
24.80% 40.20% 36.20%

目標値
平成37年度

23.0% 22.1% 23.8%

57.50% 55.25% 59.50%

70.8% 64.1% —

88.50% 80.13% －

9人 6人 24人
69.23% 46.15% 184.62%

目標値
平成37年度

267人 267人 279人 312人

85.58% 85.58% 89.42% H31年目標※1

29企業 74企業 78企業

29.00% 74.00% 78.00%

38.00% 42.20% 未確定 60%

63.33% 70.33% 未確定 H29年目標※2

※１　「恵那市子ども・子育て支援事業計画」（平成27年策定）目標値、※２　「第2期特定健診等実施計画」（平成25年策定）目標値

361/1567人
（H27.4.1時

点）

特に何もしてい
ない27.0％、無

回答2.2％
（H27男女プラ
ン策定時調査）

9/44人

平成26年度

企業調査
実施なし

—

平成26年度
当初値

74.4%

48.3%

18.3%

16.4%

16.7%

平成26年度
当初値

わからない・無回答を

当初値

80.6%

27.5%

19.0%

40.2%

H30.10頃確定

——

—

平成28年度 平成29年度

320/1446人

特に何もしてい
ない18.7％、無

回答17.2％
（H28雇用マス
タープラン策定

時調査）

6/28人

352/1478人

24/48人
【危機管理課】

35.1%

32.0%

81.5%

40.1%

33.4%

50.3%

76.6%

数値
出典元

恵那市子ども・子
育て支援事業計画
【幼児教育課】

【岐阜県子ども・
女性局女性の活躍
推進課】

第2期特定健診等
実施計画【健幸推
進課】

平成28年度 平成29年度

〃

〃

〃

数値
出典元

女性の登用率調査
（各年度4.1時
点）【企画課】

企業の雇用等に関
する意向調査【商
工課】

25.8%

26.0%

H29.3.31現在 H30.3.31現在

100企業

数値
出典元

市民意識調査【企
画課】

〃

〃

〃

〃

〃

40%

80%

13人

市が設置する各種審議会・委員会への女性
登用率

政治の場における男女の優遇差について、
平等であると考える割合

社会通念・習慣・しきたりにおける男女の
優遇差について、平等であると考える割合

法律や制度上における男女の優遇差につい
て、平等であると考える割合

学校教育の場における男女の優遇差につい
て、平等であると考える割合

社会全体における男女の優遇差について、
平等であると考える割合

企業におけるワーク・ライフ・バランス実
現に向けた取組の実施割合

防災リーダー養成講座への女性参加者数

50%

50%

50%

50%52.2%

27.7%

21.6%

岐阜県子育て支援企業登録数

72.9%

54.4%

28.5%

24.1%

—

平成28年度 平成29年度

わからない・無回答を わからない・無回答を

3 特定健診受診率

指標

指標

指標

3

2

1

「男性は仕事、女性は家庭」という考えに
ついて、「男女とも仕事をし、家事・育
児・介護の役割も分かち合うのがよい」と
考える割合

地域活動の場における男女の優遇差につい
て、平等であると考える割合

職場での待遇における男女の優遇差につい
て、平等であると考える割合

1

2

3

2

家庭生活における男女の優遇差について、
平等であると考える割合

9

8

7

6

5

基本目標１　意識づくり

基本目標２　環境づくり

基本目標３　安心して生活できる体制づくり

実績値（直近２年度）

実績値（直近２年度）

実績値

H27.3.31現在1
市内こども園及び保育園における未満児保
育の受入数

75%

50%

50%

50%

80%

4

81.5%

48.8%

表の見方： 目標指数

達成率
備考

↑含む ↑除く ↑含む ↑除く ↑含む ↑除く

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度

１－１～１－９ （意識づくり）

１－１ １－2 １－3 １－4 １－5

１－6 １－7 １－8 １－9

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度

２－１ （環境づくり－女性登用率）

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度

２－２ （環境づくり－ワーク・ライフ・バランスの取組実施割合）

数値なし

（前年度値）

人

10人

20人

30人

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度

２－３ （環境づくり－防災リーダ養成講座への女性参加者数）

220人

240人

260人

280人

300人

320人

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度

３－１ （体制づくり－未満児保育の受入数）

企業

50企業

100企業

150企業

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度

３－２ （体制づくり－子育て支援企業登録数）

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度

３－３ （体制づくり－特定健診受診率）

未確定

（前年度値）

※わからない・無回答除く率で比

1

akane_obara
テキストボックス
資料№３



目標指標の達成状況＿基本目標１　意識づくり（詳細）

目標値

件数 率（目標指数用）
率（わからない・

無回答除） 件数 率（目標指数用）
率（わからない・

無回答除） 件数 率（目標指数用）
率（わからない・

無回答除）

仕事は男が行い、家庭は女が行う 84 5.8% 6.1% 120 8.4% 8.9% 130 9.1% 9.5%
仕事は男女で行い、家庭は女が行う 60 4.1% 4.4% 83 5.8% 6.1% 69 4.8% 5.1%
仕事も家庭も男女で共に行う 1,107 76.3% 80.6% 1,104 77.0% 81.5% 1,112 77.7% 81.5% 80%
仕事は女が行い、家庭は男女で行う ― ― ― ― ― ― 1 0.1% 0.1%
仕事は女が行い、家庭は男が行う 52 3.6% 3.8% 0 0.0% 0.0% 2 0.1% 0.1%
その他 70 4.8% 5.1% 48 3.3% 3.5% 51 3.6% 3.7%
無回答 78 5.4% ― 78 5.4% ― 66 4.6% ―
合計 1,451 100.0% 100.0% 1,433 100.0% 100.0% 1,431 100.0% 100.0%

男性が非常に優遇されている 257 17.7% 22.7% 162 11.3% 14.2% 159 11.1% 13.5%
男性がやや優遇されている 411 28.3% 36.2% 417 29.1% 36.6% 393 27.5% 33.3%
平等である 312 21.5% 27.5% 400 27.9% 35.1% 473 33.1% 40.1% 50%
女性がやや優遇されている 80 5.5% 7.1% 124 8.7% 10.9% 120 8.4% 10.2%
女性が非常に優遇されている 74 5.1% 6.5% 35 2.4% 3.1% 35 2.4% 3.0%
わからない 91 6.3% ― 137 9.6% ― 126 8.8% ―
無回答 226 15.6% ― 158 11.0% ― 125 8.7% ―
合計 1,451 100.0% 100.0% 1,433 100.0% 100.0% 1,431 100.0% 100.0%

男性が非常に優遇されている 375 25.8% 33.4% 188 13.1% 18.1% 181 12.6% 17.5%
男性がやや優遇されている 471 32.5% 41.9% 432 30.1% 41.6% 418 29.2% 40.5%
平等である 214 14.7% 19.0% 332 23.2% 32.0% 345 24.1% 33.4% 50%
女性がやや優遇されている 25 1.7% 2.2% 74 5.2% 7.1% 70 4.9% 6.8%
女性が非常に優遇されている 39 2.7% 3.5% 13 0.9% 1.3% 19 1.3% 1.8%
わからない 84 5.8% ― 193 13.5% ― 222 15.5% ―
無回答 243 16.7% ― 201 14.0% ― 176 12.3% ―
合計 1,451 100.0% 100.0% 1,433 100.0% 100.0% 1,431 100.0% 100.0%

男性が非常に優遇されている 178 12.3% 16.7% 94 6.6% 9.2% 91 6.4% 8.9%
男性がやや優遇されている 345 23.8% 32.4% 344 24.0% 33.8% 326 22.8% 31.9%
平等である 428 29.5% 40.2% 497 34.7% 48.8% 514 35.9% 50.3% 50%
女性がやや優遇されている 49 3.4% 4.6% 72 5.0% 7.1% 80 5.6% 7.8%
女性が非常に優遇されている 66 4.5% 6.2% 11 0.8% 1.1% 10 0.7% 1.0%
わからない 143 9.9% ― 227 15.8% ― 259 18.1% ―
無回答 242 16.7% ― 188 13.1% ― 151 10.6% ―
合計 1,451 100.0% 100.0% 1,433 100.0% 100.0% 1,431 100.0% 100.0%

男性が非常に優遇されている 42 2.9% 4.3% 36 2.5% 4.1% 34 2.4% 3.9%
男性がやや優遇されている 106 7.3% 10.8% 128 8.9% 14.6% 109 7.6% 12.6%
平等である 729 50.2% 74.4% 639 44.6% 72.9% 663 46.3% 76.6% 75%
女性がやや優遇されている 52 3.6% 5.3% 66 4.6% 7.5% 50 3.5% 5.8%
女性が非常に優遇されている 51 3.5% 5.2% 7 0.5% 0.8% 10 0.7% 1.2%
わからない 213 14.7% ― 333 23.2% ― 381 26.6% ―
無回答 258 17.8% ― 224 15.6% ― 184 12.9% ―
合計 1,451 100.0% 100.0% 1,433 100.0% 100.0% 1,431 100.0% 100.0%

男性が非常に優遇されている 178 12.3% 17.7% 79 5.5% 8.1% 100 7.0% 10.8%
男性がやや優遇されている 259 17.8% 25.8% 281 19.6% 28.9% 270 18.9% 29.2%
平等である 485 33.4% 48.3% 530 37.0% 54.4% 483 33.8% 52.2% 50%
女性がやや優遇されている 37 2.5% 3.7% 63 4.4% 6.5% 56 3.9% 6.0%
女性が非常に優遇されている 45 3.1% 4.5% 21 1.5% 2.2% 17 1.2% 1.8%
わからない 194 13.4% ― 266 18.6% ― 330 23.1% ―
無回答 253 17.4% ― 193 13.5% ― 175 12.2% ―
合計 1,451 100.0% 100.0% 1,433 100.0% 100.0% 1,431 100.0% 100.0%

男性が非常に優遇されている 308 21.2% 28.9% 186 13.0% 17.5% 193 13.5% 18.5%
男性がやや優遇されている 492 33.9% 46.2% 525 36.6% 49.3% 510 35.6% 48.9%
平等である 195 13.4% 18.3% 303 21.1% 28.5% 289 20.2% 27.7% 50%
女性がやや優遇されている 31 2.1% 2.9% 40 2.8% 3.8% 43 3.0% 4.1%
女性が非常に優遇されている 39 2.7% 3.7% 10 0.7% 0.9% 7 0.5% 0.7%
わからない 139 9.6% ― 189 13.2% ― 233 16.3% ―
無回答 247 17.0% ― 180 12.6% ― 156 10.9% ―
合計 1,451 100.0% 100.0% 1,433 100.0% 100.0% 1,431 100.0% 100.0%

男性が非常に優遇されている 451 31.1% 41.9% 272 19.0% 25.8% 302 21.1% 28.8%
男性がやや優遇されている 433 29.8% 40.2% 494 34.5% 46.9% 502 35.1% 47.9%
平等である 177 12.2% 16.4% 272 19.0% 25.8% 226 15.8% 21.6% 50%
女性がやや優遇されている 4 0.3% 0.4% 12 0.8% 1.1% 10 0.7% 1.0%
女性が非常に優遇されている 12 0.8% 1.1% 4 0.3% 0.4% 7 0.5% 0.7%
わからない 131 9.0% ― 195 13.6% ― 232 16.2% ―
無回答 243 16.7% ― 184 12.8% ― 152 10.6% ―
合計 1,451 100.0% 100.0% 1,433 100.0% 100.0% 1,431 100.0% 100.0%

男性が非常に優遇されている 238 16.4% 22.1% 184 12.8% 16.6% 188 13.1% 17.5%
男性がやや優遇されている 619 42.7% 57.5% 581 40.5% 52.5% 580 40.5% 54.0%
平等である 180 12.4% 16.7% 288 20.1% 26.0% 259 18.1% 24.1% 50%
女性がやや優遇されている 11 0.8% 1.0% 38 2.7% 3.4% 39 2.7% 3.6%
女性が非常に優遇されている 28 1.9% 2.6% 15 1.0% 1.4% 8 0.6% 0.7%
わからない 143 9.9% ― 165 11.5% ― 204 14.3% ―
無回答 232 16.0% ― 162 11.3% ― 153 10.7% ―
合計 1,451 100.0% 100.0% 1,433 100.0% 100.0% 1,431 100.0% 100.0%

実績値（直近２年度）
基本目標１　意識づくり

指標

当初値

回答 平成26年度

政治の場における男女の
優遇差について、平等で
あると考える割合

家庭生活における男女の
優遇差について、平等で
あると考える割合

2

職場での待遇における男
女の優遇差について、平
等であると考える割合

3

社会全体における男女の
優遇差について、平等で
あると考える割合

9

地域活動の場における男
女の優遇差について、平
等であると考える割合

4

学校教育の場における男
女の優遇差について、平
等であると考える割合

5

法律や制度上における男
女の優遇差について、平
等であると考える割合

6

1

「男性は仕事、女性は家
庭」という考えについ
て、「男女とも仕事を
し、家事・育児・介護の
役割も分かち合うのがよ
い」と考える割合

社会通念・習慣・しきた
りにおける男女の優遇差
について、平等であると
考える割合

7

8

平成28年度 平成29年度
平成37年度

当初値

現状値

当初値

現状値

6.1%
4.4%

80.6%
3.8%

5.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１男女の役割分担の考え

【Ｈ２６年度】 １ 役割分担の考え

「男は仕事、女は家庭」がよい

男女とも仕事をするが、家事・育児・介護は女性の役割である

男女とも仕事をし、家事・育児・介護の役割も分かち合うのがよい

「女は仕事、男は家庭」がよい

その他

9.5%
5.1%

81.5%
0.1%
0.1%
3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１男女の役割分担の考え

【Ｈ２９年度】 １ 役割分担の考え

仕事は男が行い、家庭は女が行う 仕事は男女で行い、家庭は女が行う 仕事も家庭も男女で共に行う

仕事は女が行い、家庭は男女で行う 仕事は女が行い、家庭は男が行う その他

22.7%

33.4%

16.7%

4.3%

17.7%

28.9%

41.9%

22.1%

36.2%

41.9%

32.4%

10.8%

25.8%

46.2%

40.2%

57.5%

27.5%

19.0%

40.2%

74.4%

48.3%

18.3%

16.4%

16.7%

7.1%

2.2%

4.6%

5.3%

3.7%

2.9%

0.4%

1.0%

6.5%

3.5%

6.2%

5.2%

4.5%

3.7%

1.1%

2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

２家庭生活

３職場

４地域活動の場

５学校教育の場

６法律や制度上

7社会通念・習慣・しきたり

８政治の場

９社会全体として

【Ｈ２６年度】 ２～９ 場面による男女の優遇差

男性が非常に優遇されている 男性がやや優遇されている 平等である

女性がやや優遇されている 女性が非常に優遇されている

13.5%

17.5%

8.9%

3.9%

10.8%

18.5%

28.8%

17.5%

33.3%

40.5%

31.9%

12.6%

29.2%

48.9%

47.9%

54.0%

40.1%

33.4%

50.3%

76.6%

52.2%

27.7%

21.6%

24.1%

10.2%

6.8%

7.8%

5.8%
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回答時点：H29年12月末

①具体的な取組の実施状況・
委員会提言への対応状況

②活動状況を示す
値の名称

③活動実績値
（年度末予定）

④30年度
活動目標値

⑤施策の方向

1 プラン — 1 (1) ①
広報紙、各種メディアを
活用した意識の普及・啓
発

広報紙やホームページなどを活用
し、男女共同参画に関する意識の
啓発を行います。

企画課
毎月１回、広報紙の「男女共同参画
コーナー」へ関連記事を掲載した。

広報掲載回数 12回 12回 【継続実施】 広報毎月１日号 —

2 プラン — 1 (1) ①
広報紙、各種メディアを
活用した意識の普及・啓
発

広報紙やホームページなどを活用
し、男女共同参画に関する意識の
啓発を行います。

企画課
ホームページに関連記事を掲載し
た。

なし なし なし 【継続実施】 —

3 プラン — 1 (1) ②
男女共同参画推進活動の
充実

プランに基づき、男女共同参画プ
ラン推進委員を中心に啓発活動な
どを行い、市全体の男女共同参画
の充実を図ります。

企画課
子ども園及び高齢者団体へ紙芝居に
よる啓発を実施した。

紙芝居上演回数 14回 28回
【継続実施】
地域のいきいきサロンなど、高齢
者団体への啓発回数を増やす。

29年度（こども園11、高齢者３）
30年度（こども園15、高齢者13）
紙芝居実施主体：「男女のわ」ネットワーク

—

4 プラン — 1 (1) ②
男女共同参画推進活動の
充実

プランに基づき、男女共同参画プ
ラン推進委員を中心に啓発活動な
どを行い、市全体の男女共同参画
の充実を図ります。

企画課
企画課において、商工課の企業訪問
時及び単独で企業への啓発を実施し
た。

啓発企業数 15社
前年度実績を下回ら
ない

【継続実施】
商工課企業訪問と同時実施の啓発　１社
企画課出前講座と同時実施の啓発　１社
単独企業訪問の啓発　13社

—

5 プラン — 1 (1) ③
男女共同参画プラン推進
会議の開催

プランの推進と進捗管理などを行
うため、男女共同参画プラン推進
会議の開催を定期的に行います。

企画課
男女共同参画プラン推進委員会を開
催し進捗管理を行った。今年度２回
の実施を予定。

なし なし なし 【継続実施】
第1回をH29.5.8に開催、第2回をH30.2.14
に開催。 —

6 プラン — 1 (2) ①
人権を尊重する教育機会
の充実

男女平等や人権教育に関連した研
修会などを継続的に行います。

生涯学習課

①恵那市少年センター指導員研修会
にて青少年に関わる人権講演会を実
施。
②恵那市人権同和講演会を実施。
③成人式で啓発物品を配布（社会福
祉課提供）。

人権に関する講演会等
の開催

2回 2回 【継続実施】
①7/14人権講演会
②11/17人権同和講演会 —

7 プラン — 1 (2) ②
男女平等意識を育む教育
の充実

道徳や学級活動の授業などを中心
とした教育活動の中で、強い男女
平等意識をもたせるように努めま
す。

学校教育課

人権教育における行動力の育成を主
な目的とする「ひびきあいの日」の
取り組みを全小・中学校で実施し
た。

「ひびきあいの日」の
実施

全小・中学校で実施 全小・中学校で実施

【継続実施】
「ひびきあいの日」の取り組みを
中心に、男女平等を含めた人権問
題について考える計画の立案をし
実施する。

—

8 プラン — 1 (2) ③
教職員に対する男女平
等・人権教育意識の更な
る向上

教職員の研修機会を更に充実さ
せ、男女平等・人権に対する意識
向上を図ります。

学校教育課
「人権感覚のある子」をテーマに各
学校の人権教育主任へ人権研修を実
施し、各学校で実践した。

人権研修への担当の参
加

全小・中学校で実施 全小・中学校で実施

【継続実施】
人権感覚を磨く講話や実践教育を
通して、男女平等を含む人権意識
の向上を図る。

—

9 プラン — 1 (3) ①
男女共同参画に関する情
報収集

市民意識調査及び市内企業意識調
査を実施し、市民及び企業の意識
と現状を把握し施策に生かすよう
努めます。

企画課・商工課
市民意識調査において男女共同参画
の意識と現状の把握を行った。
企業意識調査は実施していない。

なし なし なし

【継続実施】
企業意識調査については、雇用マ
スタープランの進行管理のための
調査時などにあわせて実施する。

—

10 プラン — 1 (3) ②
講演会や学習会などの開
催

男女共同参画の推進母体である
「男女のわ」ネットワークなどと
協力・連携し、様々な課題解決に
向けた学習の機会などを提供しま
す。

企画課
男女共同参画紙芝居による啓発を実
施した。（実施主体：「男女のわ」
ネットワーク）

なし なし なし
【継続実施】
新たな学習機会の提供方法も順次
検討していきます。

—

11 プラン — 1 (4) ①
配偶者などに対する暴力
を許さない意識づくり

DVをはじめとした配偶者などに
対する暴力の根絶に向けて、パン
フレットの配布やセミナーなどの
開催、広報紙などによる啓発を行
い、市民の意識を高めます。

子育て支援課

「女性に対する暴力をなくす運動週
間」である11月には、広報紙の
「男女共同参画コーナー」へのコラ
ム掲載と市内ショッピングセンター
における街頭啓発を実施した。

なし なし なし

【継続実施】
DVについての理解を深める機会
を提供し、DVの未然防止を図
る。

—

12 プラン — 1 (4) ②
ＤＶ防止に関する法制度
や支援制度の情報提供

DV防止に関する法制度や支援制
度について、市のホームページや
広報紙及び各種メディアを活用し
て情報提供や啓発を行います。

子育て支援課

「女性に対する暴力をなくす運動週
間」である11月には、広報紙の
「男女共同参画コーナー」へのコラ
ム掲載と市内ショッピングセンター
における街頭啓発を実施した。

なし なし なし

【継続実施】
DVについての理解を深める機会
を提供し、DVの未然防止を図
る。

—

13 プラン — 1 (4) ③
ＤＶなど被害者の保護体
制の強化

住民基本台帳事務における支援措
置など、被害者の保護体制を整え
ます。

子育て支援課
DV防止研修会に参加し、対応事例
等を学び、スキルの向上を図った。

なし なし なし

【継続実施】
DV支援に関わる職員の知見を高
め、ケースに応じ適切な対応がで
きる体制を構築していく。

—

14 プラン — 1 (4) ④
ＤＶなどに関する相談体
制の充実

DVなどに関する相談窓口の周知
を図ります。また、関係機関及び
庁内の連携体制を強化します。

子育て支援課

広報や街頭啓発による相談窓口の周
知とともにＤＶ防止対策地域協議会
実務者会議を年4回開催し、ケース
検討、支援方法の決定等を行った。

なし なし なし

【継続実施】
ＤＶ防止対策地域協議会実務者会
議を活用し、ケースの進行管理を
着実に進める等被害者に寄り添っ
た対応を推進する。

—

15 プラン — 1 (4) ⑤
医療機関、警察など関係
機関との連携強化

DVなどに関し、医療機関や警察
など、関係機関との連携体制を強
化します。

子育て支援課
DＶ防止対策地域協議会代表者会議
を年1回開催し、情報交換、実態把
握等を行った。

なし なし なし

【継続実施】
DＶ防止対策地域協議会代表者会
議を活用し関係機関との連携強化
を図る。

—

16 プラン — 1 (5) ①
あらゆる暴力を許さない
意識づくり

広報紙やホームページ、各種メ
ディアの活用により、セクシュア
ルハラスメントやマタニティハラ
スメント、モラルハラスメントな
ど、あらゆる暴力に関する情報を
提供し、知識の共有と暴力を許さ
ない意識づくりに努めます。

企画課
広報紙の「男女共同参画コーナー」
へDV防止記事を掲載した。

なし なし なし
【継続実施】
ハラスメントに関する記事の掲載
を検討する。

—

17 プラン — 1 (5) ②
企業、各種団体などに対
する啓発

職場におけるセクシュアルハラス
メント、パワーハラスメントなど
を防止するため、リーフレットの
配布などにより、企業・各種団体
への啓発を行います。

商工課
企業訪問を行い企業等へ啓発を行っ
た。

なし なし なし 【継続実施】 —

取り組みの進行状況（第２次男女共同参画プランの施策）

担当課
29年度の施策の状況 30年度以降の施策の方向（改善点など）

⑥備考
完了
項目
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回答時点：H29年12月末

①具体的な取組の実施状況・
委員会提言への対応状況

②活動状況を示す
値の名称

③活動実績値
（年度末予定）

④30年度
活動目標値

⑤施策の方向

取り組みの進行状況（第２次男女共同参画プランの施策）

担当課
29年度の施策の状況 30年度以降の施策の方向（改善点など）

⑥備考
完了
項目

区分
提言
年度

基本
目標

施策の
方向

施策名 施策の内容

に対し

18 プラン — 2 (1) ①
各種審議会・委員会への
女性委員の登用推進

市が設置する各種審議会・委員会
への女性委員の登用拡大に努めま
す。

企画課

登用状況調査時に、登用率未達成の
審議会等については主管課へ登用率
向上策の検討を依頼し聴き取りを
行った。

なし なし なし

【実施方法検討】
地域協議会等の地域における女性
の登用推進に向けた、勉強会を兼
ねた情報交換の場の設置を検討す
る。

—

19 プラン — 2 (1) ②
ワークショップやパブ
リック・コメントなど、
広聴活動の充実

市民からの意見や情報を収集し政
策に反映するよう、ワークショッ
プを開催します。

企画課

若者会議を開催し、ワークショップ
により意見を収集した。いただいた
意見は計画や事業の推進に反映し
た。

若者会議の開催 １回以上 １回以上 【継続実施】 若者会議をH29.7.15に開催 —

20 プラン — 2 (1) ②
ワークショップやパブ
リック・コメントなど、
広聴活動の充実

市民からの意見や情報を収集し政
策に反映するよう、パブリック・
コメント制度など広聴活動の充実
を図ります。

総務課

計画の策定時や、事業の見直しに際
して、市民の意見を求めるパブリッ
ク・コメントを実施し、広報紙や
ホームページを通じて意見募集し
た。いただいた意見は計画や事業の
推進に反映した。

パブリック・コメント
実施件数

4件 なし

【継続実施】
引き続き、広報紙やホームページ
を通じてパブリック・コメントを
実施するとともに、政策に反映さ
せる仕組みの強化を図る。

—

21 プラン — 2 (1) ③ 企業、各種団体への啓発
職場における重要ポストへの女性
登用例などの資料収集に努め、企
業などへ情報提供を行います。

企画課、商工課 実施なし。 なし なし なし 【実施方法検討】 —

22 プラン — 2 (1) ④
地域活動への女性参画の
促進

地域における活動において、性別
にかかわらない役員就任や、活動
参加ができるよう情報提供、啓発
を行います。

地域振興課

地域協議会構成員選考におけるガイ
ドラインを設け、自治連合会の役員
だけではなく、各種団体の代表や公
募委員、女性の登用などの選考に努
めるとともに、広報紙で男女共同参
画の取り組みを紹介するなど、活動
参加への呼びかけを行った。

なし なし なし 【継続実施】 —

23 プラン — 2 (2) ① より良い就労環境の推進

より良い就労環境を目指すため、
商工会議所や商工会、市内事業所
などに対して、広報紙、ホーム
ページ、リーフレットなどの活用
により、男女共同参画に対する啓
発や情報発信を行います。

企画課、
商工課

広報の男女共同参画コーナーにて企
業の取り組みを用いて啓発した。
企業訪問を行い企業等へ啓発を行っ
た。
県主催の「イクボス養成ミニ学習会
恵那開催」にあたっては、商工会議
所と商工会を通じて市内事業所へチ
ラシを配布し参加を呼びかけた。

なし なし なし 【継続実施】

商工課企業訪問と同時実施の啓発　１社
企画課出前講座と同時実施の啓発　１社
単独企業訪問の啓発　13社
イクボス養成ミニ学習会へ市内７社８名が参
加。

—

24 プラン — 2 (2) ②
求職ニーズと求人ニーズ
のギャップの縮小を推進

求職ニーズと求人ニーズのギャッ
プの縮小を目指すため、企業誘致
を積極的に行い、就労の場の提供
を充実します。

商工課
雇用を創出するため企業誘致を推進
する。

なし なし なし 【継続実施】 —

25 プラン — 2 (2) ③
恵那市役所における多様
な職務機会の提供

恵那市役所が率先して男女が共に
活躍できる職場を実現するため、
職域拡大などにより多様な職務機
会を与え、計画的な育成、キャリ
ア形成の支援を行います。

総務課

恵那市女性職員活躍推進行動計画に
おいて、計画的な人材育成と登用を
掲げ、キャリアアップ研修の実施、
職域拡大の推進、多様な業務経験の
付与を進めています。

なし なし なし 【継続実施】
管理職の女性割合　現状14.9％→18.0％
（H32） —

26 プラン — 2 (3) ①
ワーク・ライフ・バラン
スの推進

市のホームページや広報紙及び各
種メディアを活用して、ワーク・
ライフ・バランスに対する重要性
について啓発を行います。

企画課
広報紙の「男女共同参画コーナー」
へ記事を掲載した。

なし なし なし 【継続実施】
恵那市役所のワーク・ライフ・バランス推進
の取り組み（夕活）。 —

27 プラン — 2 (3) ②
企業に対する広報・啓発
の推進

ワーク・ライフ・バランスを進め
るために、総労働時間短縮の取組
についての啓発や事例などの情報
提供を、企業と連携して行いま
す。

商工課
企業訪問による啓発時に、子育て支
援エクセレント企業事例集を配布し
取り組みを呼びかけた。

なし なし なし

【継続実施】
県や国の収集事例や市内の身近な
事例を活用し、意識を変えるため
の効果的な啓発方法を検討し実施
していく。

—

28 プラン — 2 (3) ③
恵那市役所における両立
支援制度の利用促進

恵那市役所が率先して子育てや介
護をしながら活躍できる職場を実
現するため、意識啓発などによ
り、両立支援制度の利用がしやす
い環境を整え、利用促進を行いま
す。

総務課

恵那市職員の子育て支援対策行動計
画（恵那市特定事業主行動計画）に
おいて具体的な取組内容を定め、推
進しています。

なし なし なし 【継続実施】

①男性職員の育児休業取得率　現状0.0％→
5.0％（H32）
②時間外勤務削減率　現状3.7％→15.0％
（H32）

—

29 プラン — 2 (4) ①
家庭生活での男女共同参
画意識の育成

広報紙などのメディアの活用、セ
ミナーなどの開催など、夫婦間や
家庭生活においての男女共同参画
意識の向上に向けた啓発を行いま
す。

企画課、
生涯学習課

広報紙の「男女共同参画コーナー」
へ記事を掲載した。

なし なし なし

【継続実施】
また、生涯学習課など各課と連携
してさまざまな啓発の機会におい
て男女共同参画をテーマに取り上
げることなどを検討していく。

【参考】家庭教育の機会と実績（H29）
乳幼児期の家庭教育学級通信で家庭教育を啓
発。
（通信発行回数：通信12回/年間）

—

30 プラン — 2 (4) ②
地域のまちづくり活動へ
の男女共同参画の推進

多くの人がまちづくりに参加でき
る雰囲気、場所づくりを行い、地
域の中でお互いに支え合う取組を
支援します。

地域振興課

各地域自治区に地域の運営組織を設
置し、多くの若者や女性がまちづく
りに関わることができる環境づくり
を推進しています。

なし なし なし 【継続実施】 —

31 プラン — 2 (4) ③
まちづくり活動組織にお
ける女性役員の登用推進

まちづくり活動に対し、女性の意
見を多く取り入れるため、女性役
員の登用について積極的に推進し
ます。

地域振興課

地域協議会構成員選考におけるガイ
ドラインを設け、女性の構成員につ
いて、２割程度の登用を推進してい
ます。今後も、さらなる登用を目指
します。

なし なし なし 【継続実施】
地域協議会女性構成員数　現状48／289人→
58／289人（H30） —

32 プラン — 2 (5) ①
防災リーダー養成講座へ
の参加推進

地域の関係組織を通じた情報提供
や広報紙、ホームページなどを活
用し、防災士を養成する防災アカ
デミーへの女性受講者増加を図り
ます。

危機管理課

防災アカデミーを開催するにあた
り、女性の活躍の場の提供と企業防
災の観点から女性と商工事業者に広
く呼びかけを実施した。（商工会議
所、小中学校等）

なし なし なし 【継続実施】
防災アカデミーへの女性参加者数　24／52
名 —
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33 プラン — 2 (5) ②
男女のニーズに配慮した
避難所などの備蓄品の充
実

避難所におけるプライバシーへの
配慮や避難所での老若男女のニー
ズに対応した備蓄品の整備を順次
行います。

危機管理課

恵那市避難所運営マニュアルを性
別、年齢、立場のニーズ等に配慮し
たものに見直すため、恵那市防災会
議で部会を立ち上げ協議を行ってい
る。

なし なし なし 【継続実施】
恵那市避難所運営マニュアル改善部会の女性
部会員数　8／12名 —

34 プラン — 2 (5) ③
防災講演会など研修機会
への参画推進

防災意識の向上を図るため、防災
訓練や防災講演会などの開催に際
して、自治会、まちづくり団体、
女性団体、子育て団体など幅広い
団体へ参加を呼びかけます。

危機管理課

自治会、女性防火クラブ、日赤奉仕
団等の会議や活動時に、土砂災害や
地震等の防災対策研修を通じ啓発を
行っている。

なし なし なし 【継続実施】 —

35 プラン — 2 (5) ④
自主防災組織への参加促
進

地域で編成される自主防災組織へ
の積極的な参加を促します。

危機管理課
広報紙８月１日号で、恵那市総合防
災訓練への参加や防災活動等につい
ての防災特集を掲載した。

なし なし なし 【継続実施】 —

36 プラン — 2 (6) ①
相談窓口の充実と連携強
化

庁内における様々な相談窓口及び
専門機関などとの連携を図り、相
談者への支援に努めます。

企画課 各相談窓口との連携を図った。 なし なし なし 【継続実施】 —

37 プラン — 3 (1) ①
切れ目ない継続的な子育
て支援

妊娠、出産、子育てまでの切れ目
のない包括的な支援体制を構築し
ます。

子育て支援課

H28.4月に子育て世代包括支援セン
ター（「えなっ宝（こ）ほっとス
テーショ
ン」）を設置し、妊娠から子育てま
での総合窓口をスタートさせ、H29
には保健師2名と家庭児童相談員2
名の体制に強化し、子育て支援施策
と母子保健施策による切れ目ない支
援体制の構築を進めました。

なし なし なし

【継続実施】
妊娠期の段階から積極的な支援を
行うことで、早期に虐待の芽を摘
み、予防するとともに、関係機関
の迅速な意思決定により、母子保
健・子育て支援
施策のトータルサポートを実施
し、重篤な虐待ケースを防止して
いく。

—

38 プラン — 3 (1) ②
こども園に関する制度の
充実

時間外保育や一時預かり事業な
ど、多様なニーズに対応した保育
制度の充実を図り、保育を必要と
する世帯が安心して子どもを預け
られるよう、こども園の充実を図
ります。

幼児教育課
開園時間と閉園時間の統一を行いま
した。また、おさしま二葉こども園
の建設に着手しました。

なし なし なし

【継続実施】
3歳未満児の保育需要の増加や支
援を必要とする子どもの増加に対
応ができるよう、保育教諭の確保
に努める。

—

39 プラン — 3 (1) ③
子育てと就労を両立する
ための支援

放課後の子どもの居場所の確保、
ファミリー・サポート・センター
事業による子どもの預かりなどの
相互援助活動を推進し、働きなが
ら安心して子育てできる環境をつ
くります。

子育て支援課

H29.5月に旧市立恵那病院を改修し
た病児保育所を開所。土日祝日を除
いた平日8:00～18:00までの利用
が可能で、受け入れ対象1日の最大
定員は3人として稼動しています。

なし なし なし

【継続実施】
子どもの状況、年齢に応じた保育
を充実させ、働きながら安心して
子育てできる環境をつくる。

—

40 プラン — 3 (1) ④
地域で子育てを支える体
制づくり

子ども達が異世代の人達と相互の
交流を図る場所や機会の提供、
「子育て支援員」など子育てに関
わる人材バンクの設置、子育てに
ついての相談、情報の提供などの
援助を行います。

子育て支援課

地域での子育てをサポートする「え
なっ宝（こ）ほっとステーション」
を周知するため、5月には広報特集
号による発信、こども園、小学校へ
の子育てリーフレットの配布などを
実施した。

なし なし なし

【実施方法検討】
教育・保育施設、放課後児童クラ
ブ、子育て支援拠点施設、ファミ
リー・サポート・センター事業、
利用者支援事業など、慢性的に人
材が不足している子育て活動現場
への円滑なマッチング方法を検討
する。

—

41 プラン — 3 (1) ⑤
子育て支援企業のPRと登
録促進

従業員の子育て支援のための取組
や、意識啓発を積極的に行う企業
などのPRに努めます。

商工課
企業訪問時などでの、子育て支援企
業のＰＲや登録促進を行っていま
す。

なし なし なし 【継続実施】 —

42 プラン — 3 (2) ①
健康づくりのための啓発
活動

市民の健康に対する意識を高める
ため、広報紙やホームページ、講
演会などの機会を通じて、情報を
提供します。

健幸推進課

健幸フェスタでは健康チェックと食
や運動をあわせて健康づくりに関す
る啓発を行った。また広報紙で健幸
レシピを紹介し減塩等の食を通じた
健康づくりを推進した。

なし なし なし 【継続実施】 —

43 プラン — 3 (2) ② 健康診断の充実
特定健診の受診を勧奨するととも
に、健診後の保健指導を総括的か
つ継続的に行います。

健幸推進課

地域住民の集まりの場を活用し検診
のPRを行った。また健診結果に基
づき個別に重症化予防の保健指導を
優先度の高い方に実施した。

①地域健康教育
②訪問指導等

①21回　773人
②582人

なし 【継続実施】 —

44 プラン — 3 (2) ③
スポーツに親しむ機会の
創出

ライフスタイルや年代に応じた、
楽しみながらスポーツができる機
会を提供します。

スポーツ課

健幸フェスタでの体力テスト、こど
も園と連携し、子どもと保護者が家
庭でも出来る運動体験会、明知鉄道
を利用したウォーキング大会（一
般・ファミリー対象）を開催しまし
た。

①体力テスト
②運動体験会
③ウォーキング

①１回　205人
②２回　150人
③１回　100人

①１回　250人
②２回　200人
③１回　150人

【継続実施】 —

45 プラン — 3 (2) ④
コミュニティセンターを
核とした「三学のまち」
の推進

コミュニティセンターを活用し、
三学の精神・取組を市民に広める
学びの体制を構築します。

生涯学習課

市民講座の実施。市民三学地域塾に
より郷土・先人・地域課題解決の学
習会などの学びの機会を企画し開催
した。

なし なし なし 【継続実施】 —

46 プラン — 3 (3) ①
シルバー人材センターや
壮健クラブへの支援

高齢者に対して就労の場や活躍の
場を確保し生きがいづくりを進め
ます。

高齢福祉課

シルバー人材センターや壮健クラブ
に対し、高齢者の就労の場や活躍の
場を確保し生きがいづくりを進める
よう支援を行った。

①シルバー就業延人数
②壮健クラブ活動延人
数

①38,547人日
②47,934人

①39,000人日
②48,500人

【継続実施】 —

47 プラン — 3 (3) ② 高齢者への活躍支援

学習活動の推進や、生涯学習の場
での活躍など、高齢者が知識や経
験を活かして生きがいをもって活
動、社会参加出来る環境づくりを
推進します。

高齢福祉課

壮健クラブ等を通じ、生涯学習活動
の推進や学校への指導、地域の環境
整備等、高齢者が生きがいを持って
活動し、社会参加できるよう推進し
た。

なし なし なし 【継続実施】 —
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48 プラン — 3 (3) ③
生活、就労など多岐にわ
たる障がい者支援

年代にとらわれない療育や自宅以
外の居場所づくりなど、障がい者
福祉サービスを充実させることに
より、地域社会で共生できる社会
の構築を図ります。

社会福祉課

平成27年度に開所した地域生活支
援拠点「ぷらっと」を、障がい児者
や引きこもりの人達の「居場所」
「活動の場」として提供し、地域で
自立した日常生活と社会生活を営む
きっかけづくりとなる支援を行っ
た。気軽に立ち寄れる場の提供・相
談支援の実施・関係機関との連携に
より効果的な支援を行う。

なし なし なし

【継続実施】
親亡き後を見据え、自宅以外の居
場所や日中活動の場を提供住み慣
れた地域で安心して暮らしていけ
るよう様々な支援を切れ目なく提
供する。

—

49 プラン — 3 (3) ④ 多様な福祉人材の確保

充実した福祉サービスの提供を図
るため、ケアの担い手として多様
な形で参加出来る環境整備を促進
します。

高齢福祉課、
社会福祉課

自立支援協議会「事業者部会」にお
いて、障がい福祉サービス事業所間
で情報交換等を行い、情報共有に努
めている。
また、シルバー人材センターや地域
の組織に対し、生活支援が必要な高
齢者へのサービスや介護予防事業の
実施などの環境整備を進めた。

なし なし なし 【継続実施】 —

50 プラン — 3 (4) ①
地域で支え合える体制づ
くり

住み慣れた地域で自分らしい暮ら
しを人生の最後まで続けることが
できるよう、地域コミュニティの
再生と相互扶助機能の向上を図
り、住まい・医療・介護・予防・
生活支援が一体的に提供される地
域包括ケアシステムの構築を図り
ます。

高齢福祉課

地域包括ケアシステムの構築を図る
ため、地域ケア会議の開催、生活支
援体制の強化、地域の見守りネット
ワークの充実、在宅医療と介護の連
携強化、多職種連携の強化等を行っ
た。

なし なし なし 【継続実施】 —

51 プラン — 3 (4) ②
ひとり親家庭への経済支
援及び自立支援

ひとり親世帯の市民税課税状況に
応じて、こども園、保育園の保育
料の軽減措置を図ります。また自
立に向け、入園の際は保育の優先
利用を考慮します。

幼児教育課

市民税課税状況に応じたひとり親世
帯への保育料の軽減措置を行ってい
ます。また、入園時の優先利用に配
慮しています。

なし なし なし 【継続実施】 —

52 プラン — 3 (4) ③
性的マイノリティに対す
る知識の育成と理解の促
進

広報紙などのマスメディアを活用
し、同姓愛者、両性愛者、性同一
性障害者などの性的少数者に関す
る知識の情報提供を行い、差別の
ない社会を目指します。

企画課、
社会福祉課

毎年、「障害者週間」に合わせ、障
がい者の福祉についての関心と理解
を深め、障害を理由とする差別の禁
止等のＰＲ活動を行っている。

なし なし なし

【継続実施】
性的マイノリティへの知識育成と
理解促進については、広報紙によ
る啓発などを検討する。

—

53 プラン — 3 (5) ①
伝統文化・芸能の継承及
び故郷学習の推進

地元の歴史・文化について学ぶ機
会を設け、後世に継承することに
努めます。また、故郷学習など故
郷愛を育む取組を行います。

生涯学習課

（公財）恵那市文化振興会を通じて
伝統芸能の保存伝承を支援するとと
もに、各学校の総合学習の時間に故
郷のことを学ぶなど、郷土愛を育む
取組を行った。

なし なし なし 【継続実施】 —

54 プラン — 3 (5) ②
多文化共生社会に対応し
た支援

関係団体との連携のもと、在住外
国人の現状把握を図るとともに、
多文化への理解と共生を推進して
いきます。

総務課

市内企業では、研修生として外国籍
の方の受入実績があるが、人数や問
題など現状の把握ができていない。
そのため、現在恵那市国際交流協会
と協力し、市内企業へのアンケート
の実施を検討している。

なし なし なし
【継続実施】
平成30年度までにアンケートを実
施できるよう、検討を進める。

—

55 プラン — 3 (5) ③
国際理解のための教育の
推進

学校教育における語学教育、多文
化に触れ合う機会の提供により、
児童・生徒の国際感覚、コミュ
ケーション能力の育成を図りま
す。

学校教育課
全小・中学校にALTを派遣し、交流
や授業を行った。

ALTの派遣 全小・中学校で実施 全小・中学校で実施

【継続実施】
ALTなどを活用し、多文化に触れ
合う活動を通して、児童・生徒の
相手を尊重したコミュニケーショ
ン能力の向上を図ります。

—

56 プラン — 3 (5) ④ 在住外国人への支援

関係団体との連携のもと、にほん
ご教室の開催や、生活情報の多言
語化など、在住外国人の生活に関
する支援に努めます。

総務課

恵那市国際交流協会によるにほんご
教室を支援した。
また、多文化交流の機会として、
ワールドカフェやモンゴル国との友
好活動であるナーダム祭等を実施し
ている。

にほんご教室の実施回
数

毎月第２、４日曜日 毎月第２、４日曜日 【継続実施】 —

プランの施策　4/4



回答時点：H29年12月末

①具体的な取組の実施状況・
委員会提言への対応状況

②活動状況を示す
値の名称

③活動実績値
（年度末予定）

④30年度
活動目標値

⑤施策の方向

1
委員会
提言

H28 1 (1) — —

意識づくりを「教える」から「考
える」視点にしてはどうか。
（例：人口の半分は女性なのに、
なぜ会議の場で女性は少数なの
か。そこで浮き出た障壁を改善し
ていかなければという意識付けに
もなる。）

企画課 実施なし。 — — —
【実施方法検討】
行政職員から意識することが必
要。取組方法を検討する。

2
委員会
提言

H28 1 (1) — —
男性の意識を変えるための啓発を
行う。

企画課
働く男性の意識改革に向け、県主催
のイクボス養成ミニ学習会を恵那市
において開催した。

— — —

【実施方法検討】
働く男性が男女共同参画を実践す
るためには、個々の意識改革とと
もに会社単位の意識改革やワーク
ライフバランスの取り組みが必要
なため、継続的に企業を通じて意
識改革を行う方法を検討する。

企業内ワーク・ライフ・バランスの推進に向
けた「イクボス養成ミニ学習会」を
H29.10.12に開催。市内から７社８名が参
加。

3
委員会
提言

H28 1 (1) — —
女性が社会へ出るために、家庭内
で話し合い家事分担を促す取り組
みが大切。

企画課

育休後の仕事と育児の両立に向けた
セミナーを内容とする「育休後職場
復帰セミナー」を岐阜県・中津川市
と合同で開催した。

— — —

【実施方法検討】
「育休後職場復帰セミナー」は対
象が育児休業復帰者のみであった
が、より多くの家庭内で話し合い
がなされ、女性の社会参画や自己
実現につながるよう実施方法を検
討する。

育休後職場復帰セミナー（第１回）を
H29.10.13に開催。市内在住・在職４名が参
加。
育休後職場復帰セミナー（第２回）を
H30.1.18に開催。市内在住・在職４名が参
加。

4
委員会
提言

H28 1 (1) — —

恵那市の持続には人口減少対策が
重要であり、そのためには女性が
安心して子育てできかつ働ける環
境づくりが必須である。それを実
現するために男女共同参画プラン
の実現が必要であると意識啓発し
ていく。

企画課

H28..9.1号広報紙の男女共同参画特
集により市民へその旨啓発した。な
お、本年度の企業への個別訪問時に
は本記事を用いて啓発した。

— — — 【継続実施】
商工課企業訪問と同時実施の啓発　１社
企画課出前講座と同時実施の啓発　１社
単独企業訪問の啓発　13社

完了

5
委員会
提言

H28 1 (1) — —

総合計画のキーワードの「人口減
少対策」から、「女性の意見が求
められている」という事を大きく
発信して、求められているから意
見を言っていくべきという意識づ
けが大切。

企画課

H28..9.1号広報紙の男女共同参画特
集により市民へその旨啓発した。本
年度は、広報紙の「男女共同参画
コーナー」で意識づけを行った。

— — —

【継続実施】
あわせて、政策・方針決定過程の
場への女性の参画拡大方法を検討
する。

6
委員会
提言

H28 1 (1) — —
女性がまちづくりに参画しやすく
するよう、まちづくりで活躍中の
方のエピソードを広報紙で紹介。

企画課、地域振興課

広報紙の「男女共同参画コーナー」
や「輝く恵那人コーナー」で、地域
で活躍する女性を取り上げ、まちづ
くりへの参加を呼びかけた。

— — — 【継続実施】 完了

7
委員会
提言

H28 1 (1) — —

男女共同参画の啓発方法の改善。
（例：広報やえなっコチャンネル
でパパママ学級など具体的取組の
内容を取り扱う）

企画課
広報紙の「男女共同参画コーナー」
で、具体的取組を用いて啓発した。

— — — 【継続実施】
企業の男女対等な会社風土づくり、長島町の
地区防災計画の取り組み、恵那市役所のワー
ク・ライフ・バランス推進の取り組みなど

完了

8
委員会
提言

H28 1 (1) — —
本推進委員会の男性割合を増やす
ことによって男性の意識改革を行
う。

企画課 実施なし。 — — —
【実施方法検討】
次期委員改選時に検討する。

H30.7委員改選

9
委員会
提言

H28 1 (1) — —
広報紙に定期的な特集記事やコラ
ムを掲載する。

企画課
毎月１回、広報紙の「男女共同参画
コーナー」へ関連記事を掲載した。

— — — 【継続実施】 完了

10
委員会
提言

H28 1 (1) — —
男性の育児休業などを市役所が率
先して行い、広報などで広める。

総務課

恵那市職員の子育て支援対策行動計
画において、男性職員の育児休業等
の取得促進を掲げており、制度の周
知を進めています。

— — — 【継続実施】

11
委員会
提言

H28 1 (1) — —

若い女性が会議などに出られるよ
う、家族である高齢者へ教育を行
う。（例：壮健クラブでの意識啓
発）

企画課、高齢福祉課
高齢者団体へ紙芝居による啓発を実
施した。

— — —

【継続実施】
壮健クラブの会議等を通じ、勉強
会の開催やチラシの配布等の啓発
を行う。

紙芝居実施主体：「男女のわ」ネットワーク

12
委員会
提言

H28 1 (1) — —
小学生やお年寄りにも男女共同参
画が分かりやすい啓発方法を検討
する。

企画課、幼児教育
課、学校教育課、高
齢福祉課

子ども園及び高齢者団体へ紙芝居に
よる啓発を実施した。

— — —
【継続実施】
地域のいきいきサロンなど、高齢
者団体への啓発回数を増やす。

紙芝居実施主体：「男女のわ」ネットワーク 完了

13
委員会
提言

H29 1 (1) — —
男女共同参画の啓発は、現在必要
としている世代へ重点的に行う。
（子育て世代、介護世代）

企画課、子育て支援
課、高齢福祉課

育児に関して妊娠期のパパママ学級
や出産後のひよこパパママ学級を通
じて啓発している。

— — —
【継続実施】
介護世代に対しては、窓口やケア
マネジャーを通じた啓発を行う。

パパママ学級年６回、ひよこパパママ学級年
４回

14
委員会
提言

H29 1 (1) — —
各種広報や啓発は身近な人が取り
上げられると効果が高いので、身
近な方を掲載されたい。

企画課、総務課

「広報えな」の輝く恵那人、ニュー
スと話題、男女共同参画の各コー
ナーで、市民の活躍する姿を掲載し
ている。

— — —

【継続実施】
広報えなのリニューアルに伴い、
これまで以上に市民が登場する紙
面構成を進めていく。

完了

15
委員会
提言

H28 1 (2) — —
リーダーは男性という意識を植え
付けないよう、子供の頃から女性
リーダーづくりに取り組む。

学校教育課
学級の諸問題を解決する活動を通し
て望ましい集団としてのまとまりづ
くりを全小・中学校で取り組んだ。

— — —

【継続実施】
学級の諸問題を解決する活動を通
して望ましい人間関係を築けるよ
う取り組む。

完了

16
委員会
提言

H28 1 (2) — —
いじめの問題の解消に向け、小中
学校の道徳の時間を利用した議論
を行う。

学校教育課
自分との関わりについて考える時間
を設けて、道徳的価値から考えられ
るように取り組んだ。

— — —
【継続実施】
道徳的な価値を自分との関わりで
考える道徳の授業に取り組む。

完了

17
委員会
提言

H28 1 (2) — —
総合学習の時間を利用して、地域
の歴史や自然を学び親しむ。

学校教育課
全小・中学校において「ふるさと教
育週間」を設け、取り組みを行っ
た。

— — —

【継続実施】
「ふるさと教育週間」の取り組み
を中心にふるさと教育に取り組
む。

完了

⑥備考
完了
項目

取り組みの進行状況（推進委員会の提言）

区分
提言
年度

基本
目標

施策の
方向

施策名 委員会提言 担当課
29年度の施策の状況 30年度以降の施策の方向（改善点など）に対し

に対し
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回答時点：H29年12月末

①具体的な取組の実施状況・
委員会提言への対応状況

②活動状況を示す
値の名称

③活動実績値
（年度末予定）

④30年度
活動目標値

⑤施策の方向
⑥備考

完了
項目

取り組みの進行状況（推進委員会の提言）

区分
提言
年度

基本
目標

施策の
方向

施策名 委員会提言 担当課
29年度の施策の状況 30年度以降の施策の方向（改善点など）に対し

に対し

18
委員会
提言

H28 1 (2) — —
家庭教育の充実に向けた取り組
み。

生涯学習課

①乳幼児期の家庭教育学級開催。
②学級通信で家庭教育を啓発。
③こども園での祖父母参観と参観日
に社会教育指導員を派遣し家庭教育
を啓発。

— — — 【継続実施】

【参考】家庭教育の機会と実績（H29）
①乳幼児期の家庭教育学級開催。
（教室数：13地域12教室）
②学級通信で家庭教育を啓発。
（通信発行回数：通信12回/年間）
③こども園での祖父母参観と参観日に社会教
育指導員を派遣し家庭教育を啓発。
（こども園派遣回数：4回）

完了

19
委員会
提言

H28 1 (3) — —
パパママ学級は、パパの意識を更
に高めるために活用する。（例：
読み聞かせ、離乳食づくりなど）

子育て支援課

パパママ学級ではパパの技術習得と
して抱っこ、沐浴の仕方を学んだ
り、妊婦体験を行い、妊婦の大変さ
を実感してもらうなど夫婦でどんな
子育てがしたいかを考えて頂く機会
としている。

— — —
【継続実施】
親としての心構えを持ってもらう
ことを目的に継続して開催する。

完了

20
委員会
提言

H28 1 (3) — —

意識啓発は、学ぼうという意識を
持って参加している機会を狙って
行う。（例：パパママ学級、健康
づくりのイベントなど）

企画課
各機会において、男女共同参画を推
進させる視点をふまえた取り組みを
依頼している。

— — — 【継続実施】

21
委員会
提言

H28 1 (3) — —
市で行う、既存のセミナー・
フォーラム・集会などを洗い出し
て意識啓発につなげる。

企画課
既存のセミナー等において、男女共
同参画を推進させるテーマの実施を
呼びかけている。

— — — 【継続実施】

22
委員会
提言

H28 1 (3) — —

子育て中の若い母親をターゲット
にした講演会や勉強会の実施。子
育ての不安解消や仲間づくり、託
児所やサポーターの情報提供もで
きる。

企画課、子育て支援
課

子育てに関する総合相談窓口「え
なっ宝ほっとステーション」を開設
し、さまざまな相談に対応してい
る。また仲間づくりについて、こど
も元気プラザや各地域の子育て支援
センターなどで交流できる場を設け
ている。
また、育休後の仕事と育児の両立に
向けたセミナーを内容とする「育休
後職場復帰セミナー」を岐阜県・中
津川市と合同で開催し、市からはこ
ども園や病児保育所などの子育て支
援施策について情報提供を行った。

— — —

【継続実施】
「育休後職場復帰セミナー」は試
行的に実施したものであるため、
これに替わるような情報提供の場
の設置については別途検討してい
く。

23
委員会
提言

H28 1 (3) — —
事業所アンケート（企業の雇用等
に関する意向調査）の定期的な実
施と分析による進行管理。

企画課、商工課
事業所アンケートは本年度実施な
し。

— — —

事業所アンケートについては、雇
用マスタープランの進行管理のた
めの調査時などにあわせて実施す
る。

24
委員会
提言

H28 2 (1) — —
女性委員の登用率を向上させるた
め、委員任用時の女性比率を定め
る。

企画課

女性委員の登用率はプランの目標指
数を基本にしている。
毎年の女性の登用状況調査時に、登
用率未達成の審議会等については主
管課へ登用率向上策の検討を依頼し
聴き取りを行った。

— — — 【継続実施】
第２次恵那市男女共同参画プラン目標値
市が設置する各種審議会・委員会への女性登
用率　40％（H37）

25
委員会
提言

H28 2 (1) — —

子育て中のパパママの意見を取り
上げるために、乳幼児学級の子育
て広場など自由に話す中で出てい
る意見を吸い上げる仕組みを作っ
てはどうか。（例意見を統一の
フォーマットで提出することによ
り、主事以外も活用できる。）

総務課

広報直通便やホームページからの問
い合わせメールにより、広聴活動を
行っているが、子育て世帯が参加す
る機会などを含め、広聴手段を拡げ
るなどして活動を充実していく。

— — — 【実施方法検討】

26
委員会
提言

H28 2 (1) — —

各地域の先輩方の女子会に意思決
定を渡してはどうか。自由に発言
している今の集まりの中からしっ
かり意見を届ける仕組みをつく
る。

地域振興課

地域協議会や運営委員会の構成員選
出の際、商工会女性部など女性グ
ループの代表者もメンバーに入れる
など、女性の意見を取り入れる仕組
みを進めている。

— — — 【継続実施】

27
委員会
提言

H28 2 (1) — —
広いところから人を探せるような
各種委員の決め方を検討する。

企画課、地域振興課

地域協議会構成員選考におけるガイ
ドラインを設け、自治連合会の役員
だけではなく、各種団体の代表や公
募委員、女性の登用など、幅広い地
域の意見をまとめていくための選考
をしている。

— — — 【継続実施】

28
委員会
提言

H28 2 (1) — —

男女共同参画の広報特集の後、団
体の中で話題になっていないた
め、各団体や家庭での話し合いの
場を持たせることが必要。また、
家庭では世代を超えた意識の共有
を図ることが大切。

企画課、生涯学習課
出前講座へ新たに男女共同参画講座
を設けた。

— — —

【継続実施】
出前講座の男女共同参画講座の利
用を呼びかける。
また、生涯学習課などと連携して
さまざまな啓発の機会に男女共同
参画をテーマに取り上げることな
どを検討していく。

【参考】家庭教育の機会と実績（H29）
①乳幼児期の家庭教育学級開催。
（教室数：13地域12教室）
②学級通信で家庭教育を啓発。
（通信発行回数：通信12回/年間）
③こども園での祖父母参観と参観日に社会教
育指導員を派遣し家庭教育を啓発。
（こども園派遣回数：4回）

29
委員会
提言

H28 2 (1) — —

まちづくりに参加している男性に
対して、奥さんをまちづくりに参
加してもらうような働きかけを行
う。

地域振興課
地域協議会の構成員に女性を積極的
に登用していくなど、地域としても
働きかけをしている。

— — — 【継続実施】

30
委員会
提言

H28 2 (1) — —
会議出席に伴う、託児サービスや
介護ヘルパーサービスの実施。

企画課
会議出席に係る託児事業を実施し
た。

— — — 【継続実施】
【参考】利用状況（H29）
会議5回、委員等6人 完了

31
委員会
提言

H28 2 (1) — —
女性の登用例などの情報を収集・
提供し、メリットをＰＲすること
で自発的な取り組みを促す。

企画課、商工課

企業訪問による啓発時に、子育て支
援エクセレント企業事例集を配布し
女性活躍によるメリットをＰＲし取
り組みを呼びかけた。

— — —

【継続実施】
県や国の収集事例や市内の身近な
事例を活用し、意識を変えるため
の効果的な啓発方法を検討し実施
していく。
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回答時点：H29年12月末

①具体的な取組の実施状況・
委員会提言への対応状況
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値の名称

③活動実績値
（年度末予定）

④30年度
活動目標値

⑤施策の方向
⑥備考
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区分
提言
年度

基本
目標

施策の
方向

施策名 委員会提言 担当課
29年度の施策の状況 30年度以降の施策の方向（改善点など）に対し

に対し

32
委員会
提言

H28 2 (2) — —
子育てと仕事の両立を支援するた
め、個々の希望する働き方を実現
するための取り組みを充実する。

商工課
恵那市雇用対策協定をハローワーク
恵那と締結し、子育てと仕事の両立
支援について政策提携を行った。

— — — 【継続実施】

33
委員会
提言

H28 2 (2) — — 起業を支援する取り組みを行う。 商工課、企画課

恵那くらしビジネスサポートセン
ターを開設し、起業相談を受け付け
た。
また、恵那まちなか市において女性
出店初心者を募集し出店体験の場を
提供した。

— — —

【継続実施】
引き続き恵那くらしビジネスサ
ポートセンターで起業相談を実施
し、相談者のニーズにあったセミ
ナーなどを開催していく。

女性のためのプチ創業セミナー３回開催。
女性起業ブースをH29.10.14（秋のまちなか
市）に実施し、４店26名（大人14名、子供
12名）が出店。

完了

34
委員会
提言

H28 2 (2) — —
女性の起業では、場所の提供と仲
間作りが重要。

商工課、企画課
恵那くらしビジネスサポートセン
ターで女性の創業セミナーを開催
し、交流の場とした。

— — —

【継続実施】
引き続き恵那くらしビジネスサ
ポートセンターで女性を対象にし
た創業セミナーなどを開催し、交
流の場を提供していく。

完了

35
委員会
提言

H28 2 (2) — —
企業の役員を対象に、先進企業視
察の機会を提供する。

商工課、企画課
働く男性の意識改革に向け、県主催
のイクボス養成ミニ学習会を恵那市
において開催した。

— — —

【実施方法検討】
働く男性が男女共同参画を実践す
るためには、個々の意識改革とと
もに会社単位の意識改革やワーク
ライフバランスの取り組みが必要
なため、企業を通じて意識改革を
行う方法を検討する。

企業内ワーク・ライフ・バランスの推進に向
けた「イクボス養成ミニ学習会」を
H29.10.12に開催。市内から７社８名が参
加。

36
委員会
提言

H28 2 (2) — —
企業の規模別に細分化して現状把
握を行い、それぞれに合った取り
組みを行う。

商工課 実施なし。 — — — 【実施方法検討】

37
委員会
提言

H28 2 (2) — —

Ｈ29.1.の男女雇用機会均等法の
改正新制度により事業者はハラス
メントの防止措置を講じなければ
ならなくなるので、それに合わせ
て制度取得による不利益取扱の防
止を周知してはどうか。

商工課、企画課 実施なし。 — — —

【実施方法検討】
ハラスメント防止措置は女性の就
業継続などに対しても重要なた
め、商工課と連携して啓発方法を
検討する。

38
委員会
提言

H28 2 (2) — —

プチ起業支援は、魅力発信ができ
る若い女性が集まることにより男
女共同参画が加速することが考え
られるため、早急に取り組む。

商工課、企画課

恵那くらしビジネスサポートセン
ターで女性のためのプチ創業セミ
ナーを計3回開催し、創業準備を支
援した。

— — —

【継続実施】
前年度創業セミナーを受講した女
性を対象に段階に応じた創業支援
を行っていく。

完了

39
委員会
提言

H29 2 (2) — —
企業への啓発は、市役所での取り
組みが参考になるため、取組内容
や結果を公表されたい。

企画課、総務課

恵那市女性職員活躍推進行動計画に
おいて、計画的の目標値を定め公表
しています。
また、広報紙においてワーク・ライ
フ・バランスの取り組みを公表し
た。

— — — 【継続実施】 完了

40
委員会
提言

H28 2 (4) — —

各町のまちづくり広報紙に、今回
（男女共同参画の取組を考える
ワークショップ）のような事や他
の地域の事などを盛り込んではど
うか。

地域振興課

現在、市の広報紙で男女協働参画の
取り組みを紹介していますが、各地
域の広報紙への掲載についても、地
域と協議をしながら検討していきま
す。

— — — 【実施方法検討】

41
委員会
提言

H28 2 (4) — —

地域子供会活動の活性化により、
子供も親も世代を超えた交流の場
を増やし、地域まちづくり活動の
男女共同参画につなげる。

生涯学習課、地域振
興課

地域のまちづくり活動補助金などを
活用し、世代を超えたまちづくり活
動を支援しています。
①市子連行事への保護者参加依頼。
②各青少年育成町民会議行事の開
催。

— — — 【継続実施】 ①ドッヂビー交流会保護者参加者数　31名

42
委員会
提言

H29 2 (4) — —

地域で女性が活躍するためには、
地域が男女共同参画の考え方を理
解することが重要なので地域の意
識づくりを努力されたい。

企画課、地域振興課

広報紙等での男女共同参画の考え方
の啓発や、地域協議会等のメンバー
に積極的に女性を登用していくな
ど、男女協働参画の意識の醸成に努
めている。

— — — 【継続実施】 完了

43
委員会
提言

H29 2 (4) — —

地域を構成する地域のまちづくり
団体は高齢であり、子育て世代の
悩みや意見が分からないので、若
い方から年配の方までが集まる場
が地域にあるといい。

地域振興課

各地域自治区に地域の運営組織を設
置し、多くの若者や女性がまちづく
りに関わることができる環境づくり
を推進しています。

— — — 【継続実施】
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44
委員会
提言

H28 2 (5) — —

消防団の活動は良い点もあるが、
子育て中のママはパパに家にいて
ほしいということで、現状にそぐ
わなくなってきている部分もあ
る。活動を再度検討する必要があ
る。

消防課

平成26年まで実施していました秋
季訓練（小隊訓練）は夜間等に数日
間の訓練が必要であったことから、
平成27年からブロック別で連合演
習や防災講演等を実施して消防団活
動の軽減を進めております。短期に
集中して活動量が多いと思われる操
法訓練においても、分団長会議等の
席で団長から各分団長に「家庭や地
域活動の負担にならない程度に実施
してください」と注意喚起させて頂
いておりますが、消防団員の方々も
地域を災害から守るという使命感を
持って活動されており、災害に対し
て迅速かつ安全に活動するために
は、どうしても訓練が必要になって
きます。負担の軽減は考えていかな
ければならない課題ではあります
が、訓練時間を大幅に削減すること
は、事故の要因になりかねますの
で、今後も消防団活動にご理解ご協
力をお願います。

— — —

【継続実施】
年末特別警戒の期間見直し。12月
25日～30日の6日間から28日～
30日の3日間に検討。巡視時間も
22時～4時を22時～2時までに変
更予定。

45
委員会
提言

H28 3 (1) — —

恵南の中学校合併時の通学方法
は、保護者の仕事と子育ての両立
支援の視点を持って検討された
い。

教育総務課
保護者の方を交えて通学方法を検討
します。

— — — 【継続実施】

46
委員会
提言

H28 3 (1) — —

若者会議で、こども園とのコミュ
ニケーションがうまく取れていな
いという意見があった。評議員会
の回数や意見の取り上げ方などを
検討すべき。

幼児教育課

登退園方法の違いなどがあり、園に
よって状況は異なりますが、保護者
アンケートの結果などをもとに検討
を行います。園だよりや連絡帳など
で必要に応じて保護者との連絡を
行っています。

— — —

【実施方法検討】
保護者会や保護者アンケートの結
果などをもとにより良い方法の検
討を行います。

完了

47
委員会
提言

H28 3 (1) — —
児童の発達障がいの相談では、学
校と地域の連携が必要。

学校教育課
教育・発達相談センターあおばを中
心に、学校・諸機関と関わって相談
を行った。

— — —

【継続実施】
発達に関わる相談について、教
育・発達相談センターあおばを中
心とした諸機関と連携して取り組
む。

完了

48
委員会
提言

H28 3 (1) — —

【再掲】子育てと仕事の両立を支
援するため、個々の希望する働き
方を実現するための取り組みを充
実する。

商工課
恵那市雇用対策協定をハローワーク
恵那と締結し、子育てと仕事の両立
を支援について政策提携を行った。

— — — 【継続実施】

49
委員会
提言

H28 3 (1) — —
就園・就学時間の前後や緊急時の
子供の預かり体制の確保。

子育て支援課、
幼児教育課

小学生の放課後・長期休暇等の居場
所確保を図るため、市内12の小学
校区で放課後児童クラブ（学童保
育）を設置・運営した。
また、子どもが病気になった際の預
かり体制を確保するため、旧恵那病
院の施設を活用して、平成29年5月
より、病児・病後児保育サービスを
開始した。
こども園については、開園時間・閉
園時間を全園統一し、7時30分から
19時までの保育を可能をした。ま
た、一時保育を３園で実施してい
る。

— — —

【継続実施】
放課後児童クラブについては、東
野小・飯地小の2校区が未設置と
なっているため、市内全校区での
クラブ設置に向け、調整を進め
る。
病児・病後児保育サービスについ
ては、引き続き実施する。
こども園幼児コースの長期休暇中
の預かり保育など緊急時への対応
を検討していく。

50
委員会
提言

H28 3 (1) — —

放課後児童クラブの待機児童を減
らす・作らない事は就労支援の必
須事項であるため、指導員不足の
解消やクラブの充実への早急な取
り組み。

子育て支援課

放課後児童クラブの指導員確保に向
け、広報への募集記事の掲載や、小
学校指導員に対しての呼びかけを
行った。
また、定員超過が見込まれるクラブ
については、第2クラブの設置に
よって対応した（参考：H29.4月よ
り大井小、明智小で第2クラブ設
置）

— — —

【継続実施】
指導員確保については、引き続き
呼びかけを実施する。
クラブの充実については、平成30
年度より、長島小にて第3クラブ
の設置を検討する等、各地域の状
況に応じて対応を進める。

51
委員会
提言

H28 3 (1) — —

託児を希望する家庭が多い。高齢
者でサポーターをやってもいいよ
という人がいるが、それをつなぐ
事ができていない。現状まだファ
ミサポなどのＮＰＯが各地区で支
部活動をできる力がないため、ま
ずは行政でコーディネートを行っ
て早急に利用できるようにし、そ
の後ＮＰＯが引き継ぐという体制
を作ってはどうか。

子育て支援課

H29年度からファミサポ利用料を減
額し、援助会員への補助支給を開始
した。ファミサポ事業はNPOに委託
している。利用会員、援助会員は登
録制度であり、ＨＰ、チラシ配布や
壮健クラブ等問い合わせ団体でのＰ
Ｒを実施した。また、この他に中野
方等地域主体で託児事業を実施して
いる地域へNPOより事例紹介、助言
等の支援を行った。

— — —

【継続実施】
登録会員増加に向けてＰＲの実
施、研修の充実を図る。また、依
頼があればファミリー・サポー
ト・センター事業の地域での説明
や地域主体で託児事業を実施する
際には助言などの支援を行う。

52
委員会
提言

H28 3 (1) — —

若者会議で、高校生の通学の足が
なく個人で送っているという意見
が出ていたので、コミュニティバ
スや公共交通のあり方を高校生が
使えるという視点で考える。

観光交流課

平成29年3月に上矢作中学3年生を
対象に高校通学に上矢作線の利用を
PR。
平成29年4月に高校生の利用を考慮
し串原ささゆり線の最終便を追加。
山岡町で高校通学のため、吹越線と
東鉄明智線の乗り継ぎを考慮した路
線を検討中。

— — —
【継続実施】
今度も学生の移動手段の確保を考
慮しながら路線の改善を行う。
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53
委員会
提言

H28 3 (2) — —
トップアスリートを育成する競技
種目・目標・達成期限は明確に定
められているか。

スポーツ課

現在は競技指導者育成事業を進めて
います。トップアスリートを育成す
るための競技種目及び達成期限は明
確に定めていませんが、今後指導者
を含め検討していくこととしていま
す。

— — — 【継続実施】

54
委員会
提言

H28 3 (3) — —

介護認定をぎりぎり受けられない
人が引きこもり、更に認知症がひ
どくなる。家族は介護のために仕
事を辞めなければならなくなる。
そういった人の受け入れの場を市
のレベルで作る。（三郷町では町
で作っているが他町でも同じ。市
で検討する必要がある。）

高齢福祉課

市内全域に地域の組織や社会福祉協
議会等による通いの場があり、引き
こもりがちで介護予防の必要な方を
受け入れている。

— — —

【継続実施】
介護保険法に該当しない方につい
ては、地域ごとに取組方法を検討
している。

55
委員会
提言

H28 3 (3) — —
地域サロンへの男性参加者が少な
いので、出てきてもらえるような
取り組みを行う。

高齢福祉課
地域のサロンへ男性が参加しやすい
取り組みの事例を提供するなど、男
性の参加促進に努めた。

— — — 【継続実施】

56
委員会
提言

H28 3 (3) — —

高齢者や障がい者は、家に引きこ
もってしまいがちなので外へ出て
きたくなるような取り組みが必
要。

高齢福祉課、社会福
祉課

介護予防サポーターを養成し、地域
の身近な場所で介護予防や認知症予
防を行う集いの場の設置を進めた。
また、地域生活支援拠点「ぷらっ
と」にて、「居場所」「日中活動の
場」を提供し、地域で自立した日常
生活と社会生活を営むきっかけづく
りとなるようイベントやレクリエー
ション等を行った。

— — — 【継続実施】 完了

57
委員会
提言

H28 3 (4) — —

民生委員・児童委員の活動を再度
検討する必要がある。（家庭と学
校をつなぐパイプとしてうまく機
能していない部分がある。広い地
域を一人でみている民生委員は受
け手がいない事もあいまって引き
継ぎができなくなってきてい
る。）

社会福祉課

民生委員児童委員の役割や連携の重
要性、単位民児協での情報共有など
について再確認するとともに、支援
に関する知識や方法について学ぶこ
とで一層の活動の充実を図れるよ
う、県主催の研修会を毎年実施しし
ている。

— — —

【継続実施】
継続して県主催の研修会に参加す
ると共に、各子ども園・小中学
校、関係機関等と連携し、活動の
充実を図る。

58
委員会
提言

H28 3 (5) — —

不足している人材の確保について
は、新たな就労の場を創出という
視点を含めて検討する。安易にボ
ランティアに頼らず、採算が取れ
る仕組みを考える。（例：郷土の
歴史専門家など）

生涯学習課
歴史文化に関する講師依頼について
は、主に臨時職員で対応した。

— — —
【継続実施】
人材の掘り起こしや仕組みづくり
については継続して実施する。

59
委員会
提言

H28 3 (5) — —

現在の中学生は習い事などで忙し
いが、周りに目を向ける時間や意
識を作っていく。（国際理解や地
域の歴史や文化などへも）

総務課、生涯学習課

オーストラリア派遣事業における中
学生向けの説明会や報告会を実施し
た。
こどもフェスタ等のボランティアへ
の参加を促した。

— — —

【継続実施】
ワールドカフェ等、多文化交流が
出来る機会を積極的に周知してい
く。
子ども教室ボランティアの依頼を
行う。

恵那市ボランティア連絡協議会事務局：社会
福祉協議会

60
委員会
提言

H28 3 (5) — —
外国人が増加しているため、公共
施設へのふりがな付記やユニバー
サルデザインの導入。

財務課、観光交流課
くしはら温泉ささゆりの湯再整備に
あたり、トイレにユニバーサルデザ
インを導入した。

— — —

【継続実施】
施設を改修又は新設する場合は、
ユニバーサルデザインを積極的に
導入する。

完了
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